
 

 

平田村通学路交通安全プログラム 

～通学路の安全確保に関する取組の方針～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 12 月 改訂 

平田村通学路安全推進会議 



１.プログラムの目的 

 

近年、全国的に登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生しており、

児童生徒を守るためには、通学路においての安全安心の確保は必須となってい

ます。 

本村では、通学路における交通安全の確保について、定期的な合同点検を実

施し、その結果を受けた対策を推進しており、今後も本プログラムに基づき各

関係機関と連携して、児童生徒が安全に通学できるよう通学路の安全確保を図

り、着実かつ効果的な取組を推進します。 

 

２．通学路安全推進会議の設置 

 

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「通学路安全推進会議」

を設置し、通学路の安全確保等に関する協議を定期的に行っていきます。 

 

・各学校関係者 

・各学校 PTA 

・警察関係者 

・国道、県道及び村道の管理者 

・村交通安全対策担当者 

・村教育委員会担当者 

 

３．取組方針 

 

（１）基本的な考え方 

通学路の安全を確保するため、危険箇所について関係機関が連携して合同点

検を実施し、必要な対策を講じるとともに、対策実施後の効果把握を行い、対

策の改善・充実に努めます。 

これらの取組みをＰＤＣＡサイクルとして定期的に実施し、通学路の安全性

の向上を図っていきます。 

 

 



［通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）定期的な合同点検 

 ○合同点検の実施時期等制 

・村内の小中学校で２年に１回、合同点検を実施します。 

・効率的・効果的に合同点検を行うため、通学路安全推進会議において、事前

に重点課題を設定し合同点検を実施します。 

 ○合同点検の体制 

・学校ごとに、各関係機関が参加して合同点検を実施します。 

 

（３）対策の検討 

合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、ハー

ド対策やソフト対策など対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討し

ます。 

対策の実施にあたっての事業主体を確認します。 

 

（４）対策の実施 

対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、事業主体と関係者間で連携

を図ります。 

 

（５）対策効果の把握 

合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が

上がっているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認

 



するため、地域住民や児童本人への聞き取りなど、対策実施後の効果を把握する

ための手法を検討し、対策効果の把握を図ります。 

 

（６）対策の改善・充実 

対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、さらに対策内容の改

善・充実を図ります。 

 

４．箇所図、箇所一覧表の公表 

点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するため、小学校ごと

に「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。 

 

【別添資料】 

対策一覧表 

対策箇所図 



番
号

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度 過去の対策やその他特記事項

① 国道49号 大隅交差点
交通量が多く、減速しないで小野町方
面に進入する車両がある。

・区画線引き直しによる交差点改良
・区画線引き直しによる注意喚起表示

学校：変則的な交差点であることを伝え、十
分な確認をした上で横断をするように指導す
る。

　

国土交通省 R7実施

横断歩道の引き直し（H28、警察）
まちづくり意見交換会要望：当該箇所は、国道49号と県
道矢吹小野線との交差部であり、朝夕の通勤通学で大
変混雑する区間です。国道は歩道拡幅工事が完了しま
したが、要望区間は国道49号を郡山方面から左折する
場合に鋭角になり、大型車両の進行時には国道部に車
が繋がる状況も見られるため、改良整備を要望します。
【参考意見】
・村道に規制を行い停止線位置を前に出す事が可能で
あれば交差点のコンパクト化が可能

②
国道49号
村道1012号線

国道49号から蓬田小学
校に進入する交差点

児童の送迎で登下校の時間帯の交通
量が多く、村道横断時に危険。

村道側に停止線の設置を検討し警察と協議
を行ったが、一時停止の標識の無い停止線
は設置できないと回答があったことから、一
時停止の看板を設置し対応した。

学校：保護者等に一時停止の遵守を呼びか
ける。また、横断する際、車の確認を徹底さ
せる。

村 R５実施

交通安全指導（H28、学校）
【参考意見】
・国としての現時点での対応は困難
・保護者、学校関係者への村道での一時停止指導徹底
・一時停止位置を看板の追加変更等で明確化

③
国道49号
県道矢吹・小野線

上蓬田交差点 交通量が多い。 学校：登下校時やポケットパーク使用の際に
車に気をつけるように指導する。

学校 随時

横断歩道の引き直し（警察）
信号機・横断歩道設置（国道路管理者）
【参考意見】
・国としての現時点での対応は困難
・通学路として横断歩道を利用しているかを再確認
　利用しているのであれば通学路変更による対応を検討

④ 県道矢吹・小野線
古寺、武名坂、関根、空
釜

歩道未整備。見通しが悪い。工事用
車両の通行が多い。街灯がない。

除草や路肩部の土砂撤去など適切な維持
管理

学校：見通しが悪いので、右側の端（歩道）
を歩くこと、暗くなる前に帰宅することを指導
する。

石川土木事務所 随時

道路改良・歩道設置（継続、県道管理者）
古寺～武名坂間の草刈り（定期、県道管理者）
まちづくり意見交換会要望：本路線の関根地内から古寺
地内は、坂道で曲折して見通しが悪く、冬期間は凍結し
ます。更には、大型車の通行も多く、児童生徒の通学や
一般の通行にも危険を感じる状況です。特に武名坂地
内にはスクールバスの停留所が存在し、バス利用の児
童生徒の通行が多いため整備促進を要望します。

⑤ 県道北方・遅沢線 切山、馬道付近

朝夕の通勤通学で大変混雑する区間
であり要望区間は未改良で歩道も無
く、小・中学生の通学には危険を感じ
るため、歩道の整備を要望する。

除草や路肩部の土砂撤去など適切な維持
管理

学校見通しが悪いので、右側の端（歩道）を
歩くこと、車が来るかもしれないと思いなが
ら歩くことを指導する。

石川土木事務所 随時

歩道整備検討（H28、県道管理者）
路側帯のカラー舗装化（R3、県道管理者）
まちづくり意見交換会要望：当該箇所は、朝夕の通勤通
学で大変混雑する区間です。要望区間は未改良で歩道
も無く、小、中学生は身の危険を感じながら通学してい
ます。既に事業化されていますが早急な整備を引き続き
要望します。

⑥
県道北方・遅沢線
村道鴇子・後川線

大字永田字広町　こども
園周辺

北方遅沢線と村道鴇子後川線の交差
点であり、村道から県道へ進入する際
に、特に右側の視距が道路法面によ
り妨げられるため、大変危険。中学生
の通行や園児の送迎等により朝夕は
交通量が増加することからも対策が
必要である。

除草等により視距確保
カーブミラーの設置検討

学校：車から見ても横断歩道が見えにくいこ
とを伝え、確実に車が来ないことを確認した
上で、手を挙げて自分の居場所をドライバー
に分からせて横断する。

石川土木事務所

村

随時

（ｶｰﾌﾞﾐﾗｰは
R8以降）

看板設置（H28、村交通対策協議会）
カーブミラー設置（R3、石川土木事務所）
まちづくり意見交換会要望：当該箇所は、北方遅沢線と
村道101号線の交差点であり、村道から県道へ進入する
際に、特に右側の視距が道路法面により妨げられるた
め、大変危険であります。
令和３年度においては、カーブミラーを設置されました
が、中学生の通行や認定こども園の送迎等により交通
量が増加していることからも、引き続き対応を要望しま
す。

⑦ 村道鴇子・後川線 小松原　とみや前T字路
自動販売機で死角ができ、横断する
児童生徒が見えにくい。

学校：ドライバーからは見えにくくて危険であ
ることを児童に伝え、注意するように指導す
る。

学校 随時 -
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番
号

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度 過去の対策やその他特記事項

⑧ 村道鴇子・後川線 大字永田字切田　役場下
カーブで見通しが悪い。横断する児童
生徒の姿が見えにくい。

道路標示等対策済み

学校：見えにくいがスピードを出す車が多い
ことを伝え、注意するように指導する。

村 済 -

⑨ 県道石川・鴇子線 滝坂橋付近

路側帯が非常に狭いため大型車両が
走る時やすれ違う時が特に危険。滝
坂団地入口の横断歩道は見通しが悪
く、速度を出す車両も多い。

除草や路肩部の土砂撤去など適切な維持
管理

学校：校長が朝の登校時間帯に、随時徒歩
通学児童の安全を確認している。

石川土木事務所 随時
児童への指導（定期、学校）
注意看板設置、横断歩道・路面標示の塗りなおし
交差点に路側帯、車線分離標の設置

⑩ 村道逆水論田線 轡地内 交通量が多く、道路が狭いため危険。

予算の範囲内で改良工事を実施している。
県の代行事業も要望済み

学校：校長が朝の登校時間帯に、随時徒歩
通学児童の安全を確認している。（轡橋付
近）

村 対策中
横断歩道の塗りなおし
車線分離標の再設置
歩道設置（H28から事業に着手、村道路管理者）

⑪ 村道鴇子・後川線
ひらた清風中東入口横断
歩道

見通しが悪い。横断する児童生徒の
姿が見えにくい。

道路標示等対策済み

学校：登下校時および外周を走る際などに
注意するよう指導する。

村 済 東入口横断歩道付近防犯灯設置（R4：村防犯協会）

⑫
村道大柿・打違内
線

平田村大字小松原字大
柿地内

交通量が多いが、歩道が無い部分が
あり通学時に不安である。

予算の範囲内で改良工事を実施している。

学校：登下校時等に注意するよう指導する。
村 対策中

歩道の改良及び車道の拡幅（H29から事業に着手、村道
管理者）

各学校での交通安全指導の中で、危険箇所として重点的な注意喚起等を実施する。

既設の標示等の維持や道路の維持補修作業は、各機関で継続して御対応頂きたい。



対策箇所図（蓬田小学校付近）

蓬田小学校

①国道49号
②国道49号
村道1012号線

清風中学校

④県道矢吹・小野線

⑤県道北方・遅沢線

③国道49号
県道矢吹・小野線



対策箇所図（小平小学校付近）

小平小学校

⑩村道逆水・論田線 歩道

⑨県道石川・鴇子線



対策箇所図（ひらた清風中学校付近）

蓬田小学校

⑪県道北方・遅沢線

村道鴇子・後川線

⑧村道鴇子・後川線

ひらた清風中学校

⑫村道大柿・打違内線

⑦村道鴇子・後川線


